
愛犬の「 狂犬病予防注射」と「 登録」についての御案内

狂犬病と は

　 人やその他の動物が犬に噛まれるこ と などにより 、 唾液から 狂犬病ウイ ルスが感染し 発症し ます。

発症し てし まう と 有効な治療法はなく 、 ほぼ1 0 0 ％死亡し ます。 近年、 日本での狂犬病の発生はあり

ませんが、 世界では毎年たく さ んの方が亡く なっ ています。 ウイ ルスを日本で発生さ せないために狂

犬病予防注射は必ず接種し なければなり ません。

毎年１ 回の狂犬病予防注射が義務づけら れています

　 生後9 1日を 経過し た犬を 飼い始めた方や犬と 転入し てき た方は、 3 0 日以内に市町村に登録申請を 行

い、 交付さ れた鑑札を犬につけるこ と が法律で義務付けら れています。 まだ登録をさ れていない方は必

ず届出をし てく ださ い。 家族の方が犬と 転出し ている場合は転出先で届出をするよう お伝えく ださ い。

　 また、 毎年1 回狂犬病の予防注射の接種を し 、 交付さ れた予防注射済票を 犬につけるこ と も 法律によ

り 義務付けら れています。

◆愛犬の登録と 狂犬病予防注射について

１ . 会場・ 日程

　 ▶ 文化会館　 　（ 川根本町東藤川９ ０ ９ －１ ）　  ４ 月２ ２ 日（ 火）　 午前９ 時～ 1 1 時

　 ▶ 役場本庁舎　（ 川根本町上長尾６ ２ ７ ）　 　 　 ４ 月２ ３ 日（ 水）　 午前９ 時～ 1 1 時

２ . 予防注射・ 新規登録の費用について

　 ▶ 「 狂犬病注射」・ ・ ・ 3 ,6 0 0 円（ 釣銭のないよう お願いいたし ます）

　 　 　 　 内訳： 注射手数料・ ・ ・ 3 ,0 5 0 円　 　 注射済票交付手数料・ ・ ・ 5 5 0 円

３ . 予防接種当日に必要なも の

　 ①狂犬病予防注射済票交付申請書（ はがき）　 ②愛犬手帳　 ③ビニール袋等の糞を処理できるも の

　 　 　 ※狂犬病予防注射済票交付申請書は、 本町で犬の登録をさ れている方へ 3 月中旬頃に発送し ています。

４ . 予防接種当日のお願い

　 ▶ ４ 週間以内に混合ワク チンを接種し ている場合は、 狂犬病予防注射はできません。 また、 飼い犬が

病気・ 妊娠・ 体調不良などで予防注射が困難と 思われる場合は、 事前に獣医師へご相談く ださ い。

５ . 予防接種当日のお願い

　 ▶ 本町に登録をさ れていない方も 、 狂犬病予防集合注射に受

けるこ と ができます。 注射会場にて登録申請をするこ と も

できますが、 登録には別途登録手数料 3 ,0 0 0 円がかかり

ます。 なお、 支払いについては注射会場では受け付けら れ

ないため、 後日お支払いいただきます。

◆令和 7 年度の狂犬病予防集合注射の実施について
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こ こにも、 一つの物語。
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